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株式会社ゼロ

当社は、第75回定時株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、事業報告の「業務の適正を確保するため
の体制および当該体制の運用状況の概要」、連結計算書類の「連結持分変動計算書」「連結注記表」および計算書
類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」につきましては、法令および定款第15条の規定に基づき、当社ウェ
ブサイト（https://www.zero-group.co.jp）に掲載することにより提供しております。したがって、招集ご通知
の添付書類は、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした事業報告、連結計
算書類又は計算書類の一部であります。
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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するた
めの体制についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。

①当社及び当社子会社（以下「グループ」という。）の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に
適合することを確保するための体制

・コンプライアンスの徹底のために、コンプライアンス行動規範を制定する。
・当社グループのコンプライアンスを含むリスク・マネジメントに係る最高審議機関として当社代表取締役社長を

委員長とし、当社業務執行取締役にて構成されるリスク管理委員会を設置し、当社グループが関係する法令全般
の遵守を含み、これに限らない広範囲な企業リスクに対し、グループとして取り組んでいく。

・リスク管理委員会の傘下に、コンプライアンス専門委員会として事業関連法規委員会、一般関連法規委員会及び
企業活動規範委員会を設置する。各委員会は法令及び企業活動規範に関係する部署の担当管理職を中心メンバー
として構成し、該当する部署と法令及び企業活動規範を管理する。

・監査部は、各コンプライアンス専門委員会との連携の上、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は
定期的に経営会議、取締役会及び監査役会に報告されるものとする。

・組織的または個人的な法令違反行為等に関する当社グループの従業員等からの相談または通報の適正な処理の仕
組みを定めることにより、不正行為等の早期発見と是正を図り、もってコンプライアンス経営の強化に資するこ
とを目的として内部通報者保護規程を定めた上、内部通報制度を設置する。

②当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・社内の重要情報の漏洩及び社外の重要情報の不正持込を防止し、もって社業の発展に資することを目的として情

報管理規程を定める。
・文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的記録媒体（以下、文書等という）に記録

し、保存する。取締役及び監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

③当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・全ての企業リスクについては、リスク管理委員会の設置を含めたリスク管理体制を構築し対応する。・災害、品

質、システム、情報セキュリティ、日常事務及び車両運行管理等への対応を含む日常的リスクの監視並びに個別
対応については、業務分掌に基づき当社グループの各部門が、規程・マニュアルの制定、研修の実施等を含め、
担当する。また、かかる日常的リスクの状況について、定期的にリスク管理委員会に報告するものとする。

－ 1 －

業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要



・リスク管理委員会傘下の各コンプライアンス専門委員会及び危機対応組織は当社グループの各部門による上記活
動をサポートするとともに、企業活動に重大な影響を与える組織横断的なリスク及び突発的なリスクの監視並び
に全社的な対応を担当する。また、かかるリスクが発生した場合には、直ちにリスク管理委員会に報告するもの
とする。

・監査部は当社グループのリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に経営会議に報告する。

④当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役、執行役員等によって構成される執行役員会を設置し、当社グループの基本戦略、事業計画、諸施策並び

にグループ経営に重大な影響を与える個別案件を協議審議する。
・当社グループ全体が共有する目標を定め、この浸透を図るとともに、この目標達成に向けて各部門が実施すべき

具体的な目標及び効率的な達成の方法を業務執行取締役が定め、ITを活用したシステムによりその結果を迅速に
データ化することで、取締役会が定期的にその結果のレビューを実施し、効率化を阻害する要因を排除・低減す
るなどの改善を促すことにより、目標達成の確度を高め、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。

⑤当社並びに親会社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社は、親会社からの経営の独立を保ちつつ、親会社の企業集団の中で当社の役割を最大限に発揮できるよう、

親会社との間で定期的に会議体を設け、情報の共有化を図る。
・当社グループにおける内部統制の構築を目指し、経営企画部を当社子会社のグループ各社全体の内部統制に関す

る担当部署と位置づけるとともに、当社及びグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・
要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。

・当社取締役、部署長及びグループ会社の社長は、各部門の業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権
限と責任を有する。

・内部監査は、当社グループにおける経営諸活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を合法性と
合理性の観点から検討・評価し、その結果に基づく情報の提供並びに改善・合理化への助言・提案等を通じて、
当社グループの財産の保全並びに経営効率の向上を図り、もって社業の発展に寄与することを目的とする。

⑥当社子会社の取締役・使用人等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・当社は当社子会社に対し、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を

義務づける。

⑦監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合における当該使用人に関する事項
・監査役は、監査役の職務を補助すべき使用人として、監査部等の職員に監査業務に必要な事項を命令することが

できる。
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⑧監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示
の実効性の確保に関する事項

・監査役の職務を補助すべき使用人は、当該業務を実施する際には、取締役、所属部長の指揮命令を受けないもの
とし、優先して監査役の指揮命令を受けるものとする。なお、当該使用人の人事考課は独立して行うものとする。

⑨当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
・取締役または使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部

監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を速やかに報告する。
・監査役は、次に掲げる社内の重要会議に出席し、経営情報ほか各種情報の報告を受ける。

１）取締役会
２）執行役員会
３）安全・品質会議

⑩当社子会社の取締役、監査役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をす
るための体制

・当社グループの役職員は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適
切な報告を行う。

⑪当社監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保
するための体制

・当社は、当社監査役に対して報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利
な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。

⑫監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について
生ずる費用または債務の処理の方針に関する事項

・当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払等の請求をしたと
きは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務執行に必要でない場合を
除き、その費用を負担する。

⑬その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、公正・客観的視点で実態を正確に把握し、不祥事等各種リスク発生の未然防止・危機対応体制充実に

向けコンプライアンスの徹底を図り、当社グループの健全な経営、発展と社会的信頼の向上に留意して、もって
株主の負託と社会の要請にこたえるため、監査役監査基準を定める。

・代表取締役は、監査役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか監査役監査
の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換する。
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⑭財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
・当社及びグループ各社は金融商品取引法の定めに従って、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体

制の整備、運用、評価を継続的に行い、財務報告の信頼性と適正性を確保する。

⑮反社会的勢力排除に向けた基本方針とその体制
・当社及びグループ各社は市民社会の秩序や安全並びに健全な企業活動に脅威を与える反社会的勢力とは、一切関

係を持たず、さらに反社会的勢力及び団体からの要求を断固拒否し、これらとかかわりのある企業、団体、個人
とはいかなる取引も行わないとする方針を堅持する。

・反社会的勢力に対しては、総務部を社内窓口部署とし、情報の一元管理、警察、関係行政機関等との緊密な連携
などに努め、毅然とした態度で臨み、組織的に対応する。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当期における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。

①コンプライアンス
・コンプライアンス意識の向上を図るため、当社幹部社員、新任管理職および子会社幹部社員を対象として、コン

プライアンスに係る社内研修を実施いたしました。
・コンプライアンス教育の一環として、一般社員層向けにコンプライアンス意識の向上を図るための改善活動を継

続的に実施いたしました。
・内部通報制度を実効性のあるものとするために、社外の独立した機関の内部通報窓口を活用し、運用いたしまし

た。
・改正労働政策総合推進法（通称「パワハラ防止法」）の施行に伴い、企業に求められるパワーハラスメント防止

のための雇用管理上の措置を適切に講じました。

②リスクマネジメント
・リスク管理委員会傘下の危機対応組織による組織横断的なリスクおよび突発的なリスクへの対応や啓蒙活動を定

期的に実施いたしました。
・情報セキュリティ対策の一環として、情報セキュリティ委員会による情報セキュリティ教育に加え、不審メール

訓練等を実施することで情報セキュリティに関する意識の向上を図りました。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当社役員を主要メンバーとする対策会議を高い頻度で開催し、予防

対策、緊急時の対応、在宅勤務等について協議し、決定した指示内容を当社グループ内に周知徹底いたしました。

③財務報告に係る内部統制
・財務報告の適正性と信頼性を確保するため、当事業年度の内部統制評価計画に基づき、内部統制評価を実施いた

しました。

④内部監査
・当事業年度の内部監査計画に基づき、社長直轄部門である監査部が当社および連結子会社を対象に内部監査を実

施したのに加え、監査役と監査部が連携して当社グループの重要拠点を対象に特別業務監査を実施いたしました。
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連結持分変動計算書
（2020年７月１日から2021年６月30日まで）

(単位：百万円)

親会社の所有者に帰属する持分

非支配
持分 資本合計

資本金 資本
剰余金

自己
株式

その他の資本の構成要素

利益
剰余金

親会社の
所有者に
帰属する
持分合計

在外営業
活動体の
換算差額

その他の
包括利益
を通じて
公正価値
で測定す

る金融資産

確定給付
制度の
再測定

その他の
資本の

構成要素
合計

当期首残高 3,390 3,394 △681 △108 179 ― 70 18,690 24,864 29 24,894

当期利益 ― 3,626 3,626 △11 3,614

その他の
包括利益 77 176 80 335 335 335

当期包括利益 ― ― ― 77 176 80 335 3,626 3,961 △11 3,949

剰余金の
配当 ― △588 △588 △588

自己株式の取得 △0 ― △0 △0

株式報酬
取引等 43 ― 43 43

その他の資本の構成
要素から利益剰余金
への振替

△80 △80 80 ― ―

所有者との
取引等合計 ― 43 △0 ― ― △80 △80 △508 △545 ― △545

当期末残高 3,390 3,437 △681 △31 355 ― 324 21,809 28,280 18 28,298
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連結注記表
Ⅰ．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
１．連結計算書類の作成基準

当社の連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、国際会計基準（以下、IFRS）に準拠して作成しておりま
す。なお、連結計算書類は同項後段の規定により、IFRSで求められる開示項目の一部を省略しております。

２．連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社の数　17社

連結子会社の名称
株式会社ゼロ・プラス関東、株式会社ゼロ・プラス九州、株式会社ゼロ・プラス西日本、株式会社ゼロ・プラス中部、
株式会社ゼロ・プラス東日本、苅田港海陸運送株式会社、東洋物産株式会社、株式会社九倉、
株式会社ジャパン・リリーフ、株式会社ワールドウインドウズ、有限会社新和陸送、株式会社ゼロ・プラスBHS　他５社

(2)非連結子会社
　該当事項はありません。

３．連結範囲の変更に関する事項
　該当事項はありません。

４．持分法の適用に関する事項
(1)持分法適用の関連会社数　６社

持分法適用関連会社の名称
陸友物流有限公司、八菱有限公司、TC Zero Company Private Limited 他３社

(2)持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社
該当事項はありません。

(3)持分法の適用の手続について特に記載すべき事項
　持分法適用の関連会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、主として当該関連会社の事業年度に係る計算
書類を使用し、決算日の差異により生じる期間の重要な取引又は事象の影響については調整を行っております。当該関連会社
の報告期間の末日は３月末日であります。

５．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
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６．会計方針に関する事項

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
①　非デリバティブ金融資産
(ａ)　当初認識及び測定

　金融資産は、契約の当事者となる時点で当初認識し、当初認識時点において以下に分類しております。
(ⅰ)償却原価で測定される金融資産

　以下の２つの要件を共に満たす金融資産を、償却原価で測定される金融資産に分類しております。
・契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有することを目的とする事業モデルの中で保有されている。
・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが所定の日に生じる。

(ⅱ)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
　当社グループは、当初認識時に、当初認識後に認識される公正価値の変動をその他の包括利益で表示することを選択し
た資本性金融商品をその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に指定しております。

(ⅲ)純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
　上記いずれにも分類されないものについては、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しております。

(ｂ)　事後測定
金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のとおり測定しております。

　償却原価で測定する金融資産は、実効金利法による償却原価により測定しております。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産は、公正価値で測定し、その変動額をその他の包括利益とし

て認識しております。
また、認識を中止した場合、その他の包括利益として認識していた累積損益について、資本性金融資産は利益剰余金

に振り替えております。なお、資本性金融資産からの配当金については、金融収益の一部として当連結会計年度の純損益
として認識しております。

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、公正価値で測定し、その変動額を純損益として認識しております。
(ｃ)　金融資産の減損

　当社グループは、連結会計期間の末日ごとに金融資産に係る信用リスクが当初認識時点から著しく増加しているかどう
かを評価しており、当初認識時点から信用リスクが著しく増加していない場合には、12か月の予想信用損失と等しい金
額を貸倒引当金として認識しております。一方で、当初認識時点から信用リスクが著しく増加している場合には、全期間
の予想信用損失と等しい金額を貸倒引当金として認識しております。ただし、重大な金融要素を含んでいない営業債権に
ついては、信用リスクの当初認識時点からの著しい増加の有無にかかわらず、常に全期間の予想信用損失と等しい金額で
貸倒引当金を認識しております。予想信用損失は、信用情報の変化や債権の期日経過情報等を反映する方法で見積ってお
ります。
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(ｄ)　認識の中止
　当社グループは、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が失効する、又は当社グループが金融資産
の所有のリスクと経済価値のほとんどすべてを移転する場合にのみ金融資産の認識を中止しております。当社グループ
が、移転した当該金融資産に対する支配を継続している場合には、継続的関与を有している範囲において、資産と関連す
る負債を認識しております。

②　デリバティブ
　当社グループは、金利変動等によるリスクに対処するため、金利スワップ等のデリバティブ契約を締結しております。こ
れらのデリバティブは、契約が締結された時点の公正価値で当初認識し、デリバティブの取得に直接起因する取引コストは
すべて発生時に純損益として認識しております。当初認識後は公正価値で測定し、その変動は通常、純損益で認識しており
ます。
　なお、上記のデリバティブについて、ヘッジ会計の適用となるものはありません。

③　棚卸資産
　棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い価額で測定しております。正味実現可能価額は、通常の事業過
程における見積売価から、販売までに要する見積販売費用等を控除した額であります。取得原価は、主として個別法に基づ
いて算定されており、購入原価、仕入諸掛費用等を含んでおります。

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
①　有形固定資産

　有形固定資産については、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した額で測定しております。
　取得原価には、資産の取得に直接関連する費用、解体・除去及び土地の原状回復費用、並びに資産計上すべき借入コスト
が含まれております。
　土地及び建設仮勘定を除き、各資産の残存価額控除後の取得原価は、それぞれの耐用年数にわたり、定額法で減価償却を
行っております。主要な資産項目ごとの耐用年数は以下のとおりであります。
・建物及び構築物  2 －38年
・機械装置及び運搬具  2 －15年
・工具器具及び備品  2 －10年
　なお、耐用年数、残存価額及び減価償却方法は、各年度末に見直しを行い、変更があった場合は、会計上の見積りの変更
として将来に向かって適用しております。

②　無形資産
(ａ)　のれん

　のれんは、子会社の取得時に認識しております。のれんの償却は行わず、毎期又は減損の兆候が存在する場合にはその
都度、減損テストを実施しております。また、のれんは連結財政状態計算書において、取得原価から減損損失累計額を控
除した帳簿価額で計上されます。

(ｂ)　その他の無形資産
　個別に取得した無形資産は、当初認識時に取得原価で測定されます。
　のれん以外の無形資産は、当初認識後、耐用年数を確定できる無形資産については、それぞれの耐用年数にわたって定
額法で償却され、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した帳簿価額で計上されます。主要な無形資産の耐
用年数は以下のとおりであります。また、耐用年数を確定できない無形資産はありません。
・ソフトウェア  5 年
・その他  5 －10年
　なお、耐用年数、残存価額及び償却方法は、各年度末に見直しを行い、変更があった場合は、会計上の見積りの変更と
して将来に向かって適用しております。
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③　リース
　当社グループは、IFRS第16号に基づき、借手のリースについて、単一の会計モデルを使用し、リース期間が12ヶ月以内
の短期リース又は少額資産リースになる場合を除き、原則としてすべてのリースについて、原資産を使用する権利を表す使
用権資産とリース料を支払う義務を表すリース負債を認識しております。
　当社グループは、借手としてのリース取引について、リース開始日に、使用権資産を取得原価で、リース負債を未払リー
ス料総額の現在価値として測定しております。使用権資産の取得原価は、リース負債の当初測定額に前払リース料等を調整
して当初測定しております。連結財政状態計算書において、使用権資産を「有形固定資産」に含めて表示しております。使
用権資産とリース負債を認識した後は、使用権資産の減価償却費及びリース負債に係る金利費用が計上されます。
　当社グループは、使用権資産のリース期間は、リースの解約不能期間に、リースを延長するオプションを行使すること又
はリースを解約するオプションを行使しないことが合理的に確実な期間を加えて見積っております。また、当該使用権資産
に係るリース負債に適用している割引率は、借手の追加借入利子率を使用しております。使用権資産は、原資産の所有権が
借手に移転する場合、原資産の耐用年数にわたり、それ以外の場合は原資産の耐用年数とリース期間のいずれか短い年数に
わたって、定額法で減価償却を行っております。

　なお、当社グループは、以下の実務上の便法を使用しております。

・適用開始日から12ヶ月以内にリース期間が終了するリースについて、短期リースと同じ方法で会計処理
・当初直接コストを適用開始日現在の使用権資産の測定から除外
・前連結会計年度以前に締結された契約については、取引がリースであるか否かに関する従前の判定を引き継ぐ
・延長又は解約オプションが含まれている契約について、リース期間を算定する際などに、事後的判断を使用

④　投資不動産
　投資不動産は、賃貸収入又はキャピタル・ゲイン、もしくはその両方を得ることを目的として保有する不動産であります。
投資不動産は、原価モデルを適用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した価額で表示しております。
取得原価には、資産の取得に直接関連する費用、解体・除去及び土地の原状回復費用、及び資産計上すべき借入コストが含
まれております。また、土地等の償却を行わない資産を除き、当該資産の見積耐用年数（２～38年）に基づく定額法により
減価償却を行っております。
　なお、見積耐用年数、残存価額及び減価償却方法は、各年度末に見直しを行い、変更があった場合は、会計上の見積りの
変更として将来に向かって適用しております。

(3)重要な引当金の計上基準
　引当金は、過去の事象の結果として、当社グループが、現在の法的又は推定的債務を負っており、当該債務を決済するため
に経済的資源の流出が生じる可能性が高く、当該債務の金額について信頼性のある見積りができる場合に認識しております。
引当金は、見積将来キャッシュ・フローを貨幣の時間的価値及び当該負債に特有のリスクを反映した税引前の利率を用いて現
在価値に割り引いております。時の経過に伴う割引額の割戻しは金融費用として認識しております。
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(4)従業員給付
(ａ)　短期従業員給付

　短期従業員給付については、割引計算は行わず、関連するサービスが提供された時点で費用として計上しております。
賞与及び有給休暇費用については、それらを支払う法的もしくは推定的な債務を負っており、信頼性のある見積りが可能
な場合に、それらの制度に基づいて支払われると見積られる額を負債として認識しております。

(ｂ)　退職後給付
　確定給付制度

　当社グループは、確定給付制度債務の現在価値及び関連する当期勤務費用並びに過去勤務費用を、予測単位積増方式
を用いて算定しております。
　割引率は、将来の毎年度の給付支払見込日までの期間を基に割引期間を設定し、割引期間に対応した期末日時点の優
良社債の市場利回りに基づき算定しております。
　確定給付制度に係る負債又は資産は、確定給付制度債務の現在価値から制度資産の公正価値を控除し算定しておりま
す。確定給付制度に係る負債又は資産の純額の再測定額は、発生時にその他の包括利益で認識し、直ちに利益剰余金に
振り替えています。
　過去勤務費用は、発生時に全額をその期の損益として処理しております。

(5)収益の計上基準
　当社グループは、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を適用しており、下記の５ステップアプローチに基づ
き、収益を認識しております。
　　ステップ１：顧客との契約を識別する
　　ステップ２：契約における履行義務を識別する
　　ステップ３：取引金額を算定する
　　ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する
　　ステップ５：企業が履行義務の充足時に収益を認識する

　当社グループの主な役務の提供による収益は、自動車の輸送、人材派遣、港湾荷役、一般消費財輸送などにより計上
されるものであります。
　これらの取引のうち、原則として商品・保管物等の引き渡し時点において顧客がその支配を獲得し、履行義務を充足
するものは、当該商品・保管物等を引き渡した時点で収益を認識しております。この他、一定期間にわたる役務の提供
である請負契約取引などについては、原則として一定期間にわたり履行義務を充足することから、その進捗度に応じて
収益を認識しております。
　主な物品の販売による収益は、中古車輸出販売であります。契約上の受渡条件が履行された時点で収益を認識してお
ります。

(6)消費税等の会計処理
　税抜方式を採用しております。

７．表示方法の変更に関する注記

（連結財政状態計算書）
　前連結会計年度において、流動負債の「その他の金融負債」に含めて表示しておりました「リース負債」（前連結会計年度2,847
百万円）は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。
　前連結会計年度において、非流動負債の「その他の金融負債」に含めて表示しておりました「リース負債」（前連結会計年度
3,069百万円）は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。
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８．会計上の見積りに関する注記

（非金融資産の減損の兆候に関する判断）

当社グループは、有形固定資産が減損している可能性を示す兆候がある場合には減損テストを実施しております。減損テス
トは、資産の帳簿価額と回収可能価額を比較することにより実施し、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には減損損失を計
上しております。

当連結会計年度において、CKD事業（有形固定資産541百万円、のれん及び無形資産10百万円及びその他の非流動資産４
百万円）について、通期では営業利益を計上し、かつ将来的な経営環境の著しい悪化や、悪化の見込みなど、その他の兆候も
認められないことから、減損の兆候はないと判断しております。

しかしながら、当CKD事業の売上収益及び営業利益は、梱包運搬台数、顧客との価格交渉の結果等に大きな影響を受け、人
件費等のコスト増大等、経営環境の著しい悪化が見込まれる場合には、減損の兆候が識別され、翌連結会計年度以降の連結計
算書類において減損損失の認識が必要となる可能性があります。

（営業債権の評価）

当社グループは、連結会計期間の末日ごとに金融資産に係る信用リスクが当初認識時点から著しく増加しているかどうかを
評価しており、当初認識時点から信用リスクが著しく増加していない場合には、12か月の予想信用損失と等しい金額を貸倒引
当金として認識しております。一方で、当初認識時点から信用リスクが著しく増加している場合には、全期間の予想信用損失
と等しい金額を貸倒引当金として認識しております。重大な金融要素を含んでいない営業債権については、信用リスクの当初
認識時点からの著しい増加の有無にかかわらず、常に全期間の予想信用損失と等しい金額で貸倒引当金を認識しております。
予想信用損失は、信用情報の変化や債権の期日経過情報等を反映する方法で見積っております。

減損損失は、金融資産の帳簿価額と、当該資産の当初の実効金利で割り引いた見積将来キャッシュ・フローの現在価値との
差額として測定されます。短期債権に関するキャッシュ・フローは、割り引きの影響が重要でないため割り引いておりません。

連結子会社である㈱ワールドウインドウズにおいて、保有する営業債権が3,970百万円計上されており、総資産の7.8％を
占めております。

回収不能見込額の見積りには経営者が管理不能な不確実性が含まれており、予測不能な前提条件の変化等により債権の評価
が変動する可能性があり、この場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類において貸倒引当金が増減する可能性があります。

また、新型コロナウイルス感染症の拡大による事業環境の悪化による営業債権の減損損失に備え、貸倒引当金を適切に見積
っております。
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Ⅱ．連結財政状態計算書に関する注記
１．担保に供している資産

建物及び構築物 126百万円
土地 503百万円

計 629百万円
　上記の物件は、流動負債の借入金80百万円、非流動負債の借入金22百万円の担保に供しております。

２．有形固定資産の減価償却累計額 7,263百万円

Ⅲ．連結持分変動計算書に関する注記
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度期首株式数(株) 当連結会計年度増加株式数(株) 当連結会計年度減少株式数(株) 当連結会計年度末株式数(株)

発行済株式

普通株式 17,560,242 － － 17,560,242

自己株式(注1,2）

普通株式 1,018,869 42 － 1,018,911
（注1）当連結会計年度末の普通株式に、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式316,100株が含まれております。
（注2）普通株式の自己株式の増加42株は、単元未満株式の買取請求によるものであります。

２．剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

決 議 株 式 の 種 類 配当金の総額(百万円) １株当たり配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2020年９月29日
定時株主総会(注1） 普通株式 347 20.60 2020年

6月30日
2020年

９月30日

2021年２月10日
取締役会(注2） 普通株式 252 15.00 2020年

12月31日
2021年

３月11日

（注1）2020年９月29日定時株主総会の決議による配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」の信託財産として株式会社日本カ
ストディ銀行(信託E口)が保有する自社の株式に対する配当金６百万円が含まれております。

（注2）2021年２月10日取締役会の決議による配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」の信託財産として株式会社日本カスト
ディ銀行(信託E口)が保有する自社の株式に対する配当金４百万円が含まれております。

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決 議 予 定 株 式 の 種 類 配当金の総額(百万円) １株当たり配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2021年９月28日
定時株主総会 普通株式 659 39.10 2021年

６月30日
2021年

９月29日

（注）配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する自社の株式
に対する配当金12百万円が含まれております。
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Ⅳ．金融商品に関する注記
(1) 資本管理

　当社グループは、経営の健全性・効率性を堅持し、持続的な成長を実現するため、安定的な財務基盤を構築及び維持するこ
とを資本管理の基本方針としております。
　事業資金はグループ各社の収益力及びキャッシュ創出力を維持強化することによる営業キャッシュ・フローによって賄うこ
とを基本として、事業上の投資、配当等による株主還元、有利子負債の返済を実施しております。

(2) 財務上のリスク管理方針
　当社グループは、経営活動において財務上のリスク（信用リスク・流動性リスク・市場リスク）にさらされており、当該リ
スクを回避又は低減するために、社内の一定の方針に基づきリスク管理を行っております。当社グループの方針として、デリ
バティブは実需取引のリスクヘッジを目的とした取引に限定しており、投機目的やトレーディング目的の取引は行っておりま
せん。また、当社経理部は、これら財務上のリスク状況のモニタリングを行っております。

(3) 信用リスク管理
　信用リスクとは、契約相手先が債務を履行できなくなったことによる財務上の損失リスクであります。当社グループは、与
信管理及びリスク管理規程に従い、営業債権及びその他の債権について、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、
財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っています。
　当社グループの信用リスクに対する最大エクスポージャーは、連結財政状態計算書における金融資産の減損後の帳簿価額と
なっております。
　なお、当社グループでは特定の相手先に対する過度に集中した信用リスクはありません。

(4) 流動性リスク管理
　当社グループは、期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあたり、支払期日にその支払を実行できなくなるリスク
にさらされております。当社グループでは、年間事業計画に基づく資金繰計画を適時に作成、更新するとともに、十分な手元
流動性を維持することにより当該リスクを管理しております。また、当社は取引金融機関と当座貸越契約を締結しており、資
金の流動性・安定性の確保に努めております。

(5) 市場リスク管理
①　為替変動リスク
　当社グループは、一部の外貨建の輸出入取引・外国間取引により、外国通貨の対日本円での為替変動リスクにさらされてお
ります。当連結会計年度において、為替変動リスクにさらされているエクスポージャーは僅少であるため当社グループに与え
る影響は重要ではないと考えており、感応度分析は行っておりません。

②　金利変動リスク
金利変動リスクの内容及び管理方針
　当社グループは、金融機関からの資金調達の一部について変動金利建ての借入を行っており、金利の変動リスクにさらさ
れておりますが、このうち一部は金利スワップ取引を行うことにより当該リスクをヘッジしております。

③　株価変動リスク
株価変動リスクの内容及び管理方針
　当社グループは、取引先等の業務上の目的で上場株式を保有しており、市場価格の変動リスクにさらされております。当
該リスクに対しては、時価や発行企業の財務状況等を定期的にモニタリングして保有状況を適宜見直しております。
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(6) 金融商品の公正価値
①　金融資産及び金融負債の種類別の帳簿価額及び公正価値
　本項において、純損益を通じて公正価値で測定される金融資産を「FVTPL金融資産」、その他の包括利益を通じて公正価値
で測定される資産を「FVTOCI金融資産」と記載しております。

（単位：百万円）
帳簿価額 公正価値

償却原価で測定される金融資産

その他の金融資産 841 865

公正価値で測定される金融資産

FVTPL金融資産：その他の金融資産 101 101

FVTOCI金融資産：その他の金融資産 751 751

合計 1,694 1,718

償却原価で測定される金融負債

借入金 1,595 1,595

その他の金融負債 80 80

合計 1,675 1,675

（注）短期間で決済され帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっている現金及び現金同等物、定期預金、営業債権、営業債
務等の流動項目は、上表に含めておりません。

②　公正価値の算定方法
（デリバティブを除くその他の金融資産）

　FVTOCI金融資産に分類されるその他の金融資産として、上場株式は取引所の市場価格によっており、非上場株式は
将来キャッシュ・フローに基づく評価技法、類似の株式に係る相場価格に基づく評価技法及びその他の評価技法を用い
て算定しております。償却原価で測定される金融資産に分類されるその他の金融資産は、主として敷金及び保証金であ
り、元利金（無利息を含む）の合計額を新規に同様の差入を行った場合に想定される利率で割引いた現在価値により算
定しております。

（借入金、その他の金融負債）
　長期借入金では、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっ
ております。変動金利による長期借入金の場合、帳簿価額が公正価値の近似値となっていることから当該帳簿価額によ
っております。
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Ⅴ．投資不動産に関する注記
１．投資不動産の状況に関する事項

　当社及び一部の連結子会社では、神奈川県、その他の地域において、主として賃貸用倉庫等(土地を含む。)を有しておりま
す。

２．投資不動産の公正価値に関する事項
（単位：百万円）

帳簿価額 公正価値

3,262 4,899

（注）１.帳簿価額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
２.投資不動産の公正価値は、主として社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額（指標等を用いて調整し

たものを含む）により算定しております。また、第三者からの取得時や直近の評価時点から、一定の評価額（実勢価格
または査定価格）や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価
額や指標を用いて調整した金額によっております。

Ⅵ．１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり親会社所有者帰属持分 1,688円83銭
２．基本的１株当たり当期利益 216円55銭

Ⅶ．重要な後発事象に関する注記
　当社は、2021年７月１日付けにて持分法適用関連会社である陸友物流（北京）有限公司（以下「陸友物流」という。）の一
部出資持分(40％）を取得し連結子会社化いたしました。

１ 企業結合の概要

　(1) 企業結合を行った主な理由
　陸友物流は、2004年４月29日の設立以来、日系および欧米系の自動車メーカーを対象として、中国における完成車の陸上
輸送を中心に、海上輸送・鉄道輸送を含む中国内での輸送を主要な業務としております。また、関連業務として、通関・保管・
PDI（納車前整備点検）等の業務も手がけております。
　世界一の自動車市場となった中国において、CASE、MaaSの進化や、カーボンニュートラル化をはじめとする変革が予想さ
れておりますので、その変革に対してタイムリーに追随すべく、連結子会社化することで意思決定の迅速化を図り、一層の事
業拡大に努めていくことを目的としております。具体的には、中国においても中古車市場が整備されていくことが予想される
ため、中古車輸送への本格的な参入を検討していくことや、また、将来的に中国で生産される電気自動車が日本へ輸入される
ことを想定して、ゼログループで国内外一貫輸送体制（中国国内の完成車輸送 → 輸出通関 → 海上輸送 → 輸入通関 → 日本
国内の完成車輸送・PDI・架装・登録・納車など）の構築を検討してまいります。

　(2) 企業結合日
2021年７月１日

　(3) 企業結合の法的形式
現金を対価とする持分の取得

　(4) 結合後企業の名称
変更はありません。
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　(5) 取得した議決権比率
企業結合直前に有していた議決権比率 25%
企業結合日に追加取得した議決権比率 40%
取得後の議決権比率 65％

２ 取得日における支払対価

現金　　521百万円

（注）記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
（2020年７月１日から2021年６月30日まで）

(単位：百万円)
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他
資本剰余金

資本
剰余金
合計

利益準備金
その他利益剰余金 利益

剰余金
合計事故損失

準備金
固 定 資 産
圧縮積立金 別途積立金 繰越

利益剰余金
当 期 首 残 高 3,390 3,204 292 3,497 179 123 579 3,267 11,160 15,309

事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 － △600 △600
当 期 純 利 益 － 2,626 2,626
自己株式の取得 － －
固定資産圧縮積
立 金 の 取 崩 － △36 36 －

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） － －

事業年度中の変動額合計 － － － － － － △36 － 2,063 2,026
当 期 末 残 高 3,390 3,204 292 3,497 179 123 542 3,267 13,224 17,336

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

自己株式 株主資本合計 その他有価証券
評価差額金 土地再評価差額金 評価・換算

差額等合計
当 期 首 残 高 △940 21,257 215 △555 △339 20,917
事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △600 － △600
当 期 純 利 益 2,626 － 2,626
自己株式の取得 △0 △0 － △0
固定資産圧縮積
立 金 の 取 崩 － － －

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） － 176 － 176 176

事業年度中の変動額合計 △0 2,026 176 － 176 2,203
当 期 末 残 高 △940 23,284 392 △555 △162 23,121
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個別注記表
Ⅰ．重要な会計方針に係る事項
１．資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法

①子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法
②その他有価証券

・時価のあるもの…………………決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定）

・時価のないもの…………………移動平均法による原価法
(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法

・商品…………………………………個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
定）

・貯蔵品………………………………最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

２．固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産…………………………定額法

（リース資産を除く）
(2)無形固定資産…………………………定額法

（リース資産を除く）　　　　　　なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（５年）に基づく定
額法によっております。

(3)リース資産……………………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用
年数とし、残存価額を零（残価保証の取り決めがある場合は、残価保証額）とする定額法

３．引当金の計上基準
(1)貸倒引当金……………………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上してお
ります。

(2)賞与引当金……………………………従業員の賞与支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しておりま
す。

(3)退職給付引当金………………………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる
方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の処理方法
　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間の年数（10年）による定額法
により費用処理しております。
　数理計算上の差異については、発生の翌事業年度に一括して費用処理しております。
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(4)株式給付引当金………………………役員株式給付規程に基づく当社の取締役等への当社株式の交付に備えるため、当事業年度
末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

(5)災害損失引当金…………………… 災害を受けた、預り商品等に係る補填費用の支出に備えるため、当事業年度に負担すべき
支払見込額を計上しております。

４．ヘッジ会計の方法
ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しております。

５．消費税等の会計処理
税抜方式を採用しております。

６．退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこ

れらの会計処理の方法と異なっております。

７．表示方法の変更に関する注記

（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年３月31日）を当事業年度の年度末に係る計算書類
から適用し、計算書類に会計上の見積りに関する注記を記載しております。

８．会計上の見積りに関する注記

（固定資産の減損の兆候に関する判断）

当社は、継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分で資産をグルーピングし、減損の兆候の判定、減損損失の認識の判
定を行っております。減損の兆候を識別した場合、事業計画を基礎として割引前将来キャッシュ・フローを見積り、割引前将来
キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額することとしております。

当事業年度では、CKD事業（有形固定資産37百万円、無形固定資産10百万円及び投資その他の資産４百万円）について、通期
では営業利益を計上し、かつ将来的な経営環境の著しい悪化や、悪化の見込みなど、その他の兆候も認められないことから、減
損の兆候はないと判断しております。

しかしながら、当CKD事業の売上高及び営業利益は、梱包運搬台数、顧客との価格交渉の結果等に大きな影響を受け、人件費等
のコスト増大等、経営環境の著しい悪化が見込まれる場合には、減損の兆候が識別され、翌事業年度以降の計算書類において減
損損失の認識が必要となる可能性があります。
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Ⅱ．貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 4,007百万円

２．土地再評価差額金
　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額につい
ては、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地
再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める路線価及び

同条第３号に定める固定資産税評価額に奥行価格補正及び時点修正等を行って算出したほか、同条第５号に定
める不動産鑑定士による鑑定評価に時点修正を行って算出しております。

・再評価を行った年月日…2002年３月31日
・再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額　△243百万円

３．関係会社に対する金銭債権債務は、次のとおりであります。
(1)関係会社に対する短期金銭債権 7,835百万円
(2)関係会社に対する短期金銭債務 5,263百万円
(3)関係会社に対する長期金銭債権 4,708百万円

Ⅲ．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
(1)売上高 1,159百万円
(2)仕入高 29,196百万円
(3)営業取引以外の取引高 645百万円
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Ⅳ．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首株式数(株) 当事業年度増加株式数(株) 当事業年度減少株式数(株) 当事業年度末株式数(株)

普通株式 1,018,869 42 － 1,018,911
（注1）当事業年度末の普通株式に、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式316,100株が含まれております。
（注2）普通株式の自己株式の増加42株は、単元未満株式の買取請求によるものであります。

Ⅴ．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

繰延税金資産
貸倒引当金 722百万円
賞与引当金 82百万円
未払事業税 39百万円
退職給付引当金 298百万円
長期未払金 128百万円
会員権評価損 19百万円
資産除去債務 28百万円
関係会社株式評価損 56百万円
その他 101百万円
小計 1,477百万円
評価性引当額 △826百万円
繰延税金資産合計 651百万円

繰延税金負債
固定資産圧縮積立金 240百万円
その他有価証券評価差額金 173百万円
その他 12百万円
繰延税金負債合計 426百万円

繰延税金資産の純額 224百万円
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Ⅵ．関連当事者との取引に関する注記
子会社

種類 会社等の名称
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)
割合(％)

関 係 内 容
取引の内容 取引金額

(百万円) 科目 期末残高
(百万円)役 員 の

兼 任 等
事 業 上
の 関 係

子会社
株式会社
ゼロ・プラス
関東

15 自動車
関連事業

所有
直接
100.0

あり
輸送及び
輸送周辺
作業の委
託

輸送業務
の委託等 11,797 買掛金 1,000

ＣＭＳに
よる資金
の預け

－ 預け金 2,270

リース料
の受取 392

リース
投資資産

(長期・短期)
3,280

子会社 苅田港海陸運送
株式会社 39 一般貨物事業

所有
直接
100.0

あり
輸送周辺
作業の委
託

ＣＭＳに
よる資金
の預り

－ 預り金 1,167

子会社
株式会社
ゼロ・プラス
九州

10 自動車
関連事業

所有
直接
100.0

あり
輸送及び
輸送周辺
作業の委
託

ＣＭＳに
よる資金
の預り

－ 預り金 697

リース料
の受取 84

リース
投資資産

(長期・短期)
617

子会社
株式会社
ワールド
ウインドウズ

10 自動車
関連事業

所有
直接
100.0

あり
輸送及び
輸送周辺
作業の受
託

ＣＭＳに
よる資金
の預け

－ 預け金 2,720

子会社
株式会社
ゼロ・プラス
西日本

10 自動車
関連事業

所有
直接
100.0

あり
輸送及び
輸送周辺
作業の委
託

輸送業務
の委託等 6,725 買掛金 538

リース料
の受取 67

リース
投資資産

(長期・短期)
570

子会社
株式会社
ゼロ・プラス
中部

10 自動車
関連事業

所有
直接
100.0

あり
輸送及び
輸送周辺
作業の委
託

輸送業務
の委託 4,232 買掛金 388

リース料
の受取 88

リース
投資資産

(長期・短期)
762

子会社
株式会社
ゼロ・プラス
東日本

9 自動車
関連事業

所有
直接
100.0

あり
輸送及び
輸送周辺
作業の委
託

リース料
の受取 72

リース
投資資産

(長期・短期)
687

子会社 株式会社
九倉 60 一般貨物事業

所有
直接
100.0

あり
輸送周辺
作業の委
託

ＣＭＳに
よる資金
の預け

－ 預け金 419

子会社
株式会社
ジャパン・
リリーフ

83 ヒューマン
リソース事業

所有
直接
100.0

あり
輸送周辺
作業の委
託

ＣＭＳに
よる資金
の預り

－ 預り金 400

（注）１．上記取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
　株式会社ゼロ・プラス関東、株式会社ゼロ・プラス西日本及び株式会社ゼロ・プラス中部との輸送業務取引については、
市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。また、株式会社ゼロ・プラス関東、株式会社ゼロ・プラス西
日本、株式会社ゼロ・プラス九州、株式会社ゼロ・プラス中部及び株式会社ゼロ・プラス東日本とのリース取引については、
市場金利等を勘案して行われております。
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　苅田港海陸運送株式会社、株式会社ジャパン・リリーフ、株式会社ゼロ・プラス九州からの預り金、株式会社ワールドウ
インドウズ、株式会社九倉、株式会社ゼロ・プラス関東への預け金は、ＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）に
よるものであり、残高は随時変動するため取引金額は記載せずに、期末残高のみ記載しております。なお、利率は市場金利
等を勘案して合理的に決定しております。

３．株式会社ゼロ・プラス関東の預け金に対し、2,200百万円の貸倒引当金を計上しております。また、当事業年度において
86百万円の貸倒引当金戻入益を営業外収益に計上しております。

Ⅶ．１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 1,397円80銭
２．１株当たり当期純利益 158円81銭

Ⅷ．重要な後発事象に関する注記
当社は、2021年７月１日付けにて持分法適用関連会社である陸友物流（北京）有限公司（以下「陸友物流」という。）の一部

出資持分(40％）を取得し連結子会社化いたしました。
詳細は、連結計算書類の「Ⅶ.重要な後発事象に関する注記」に記載しております。

（注）記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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